
 令和元年４月１日 

荒天時（台風等）における生徒の対応 

１ 登校前の対応 

時点 警報 学校の対応 

午前 6 時 天気予報により「特別警報※」又は「暴風警報」が発令されている場合 自宅待機とする。 

通常に自宅を出る時刻 

天気予報により「特別警報※」又は「暴風警報」が発令されている場合 自宅待機とする。 

天気予報により「特別警報※」又は「暴風警報」が発令されていない場

合 

安全に注意して登校と

する。 

午前 6 時～午前 10 時 天気予報により「特別警報※」又は「暴風警報」が解除された場合 
解除時点で安全に注意

して登校とする。 

午前 10時 
天気予報により「特別警報※」又は「暴風警報」が解除されていない場

合 
休校とする。 

２ 交通機関がストップしたときの対応 

登校時 その場で待機するか、状況により帰宅する。（家庭と学校に連絡する。） 

下校時 その場で待機するか、状況により帰宅する。（家庭と学校に連絡する。） 

３ 登校後の対応 

学校から指示があるので、その指示に従う。 

※ 特別警報は、「大雨特別警報」・「暴風特別警報」を指します。 

※ 「特別警報」又は「暴風警報」の範囲は、自宅から学校までのいずれかの場所とする。 

※ 「大雨警報」、「強風注意報」の場合は登校する。 

※ 午前 6 時～午前 10 時に「特別警報」又は「暴風警報」が解除された場合、スクールバスは、11:00 始発とする。 

※ 学校からも保護者、生徒に登校についての情報をその都度、携帯電話にメール配信する。 

 

注）午前 6 時～午前 10 時に「特別警報」又は「暴風警報」が解除された場合、朝のＳＨＲは 13：00～とし、授業は第５時限、

第６時限を行います。 

 

 

 


